
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３２００ 壁灯 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面支持アーム照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯頭部 

Ｄ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示具 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

壁灯 壁灯用笠 壁取付け灯 

壁取付け灯用笠   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

壁面に取りつけて使用する照明器具で下位の分類に含まれないもの。この分類には主に、アーム等の笠・

覆いと別部分の取り付け部を有するものを分類する。 

壁と天井のどちらにも取り付けて使用するとしているものは、壁用のいずれかに含める。 

登録 1190158「センサー付き照明器具」 

登録 1178334 

「照明器具」 

Ｄ３－３０２へ 

登録 1160131 「壁じか付け灯」 登録 1147521 

「天井・壁用照明器具」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・笠・覆い部を直接のように壁に取り付けるもの、埋め込むものはＤ３－３２１０。 

・取付け式投光照明器具はＤ３－３０２。 

・道路用投光照明器具はＤ３－４１００、非常口等を告知するための誘導灯はＦ５－１００、火災、防災用の表

示的照明器具はＪ６－３２、回転警告灯、浮標灯等はＪ６－４３０。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 


